
 

家族介護慰労金のご案内 
 

市川市では、在宅で介護保険の給付（サービス）を受けずに一定の要件を満た

す方を介護している家族に対し、慰労金を支給します。 

 

■対象者 

支給対象期間中、下記の要件をすべて満たしている要介護高齢者等を介護する市

民税非課税世帯に属する家族の方で、同居しているすべての方についても市民税非

課税である方。※申請の前に、事前の相談が必要です 

 

【要介護高齢者等の要件】 

① 要介護２（認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上（注１）の状態に限る）又は

要介護３以上の認定を受けて１年以上経過していること 

② 支給対象者と同居し、かつ、その居宅において介護を受けていること 

③ 介護保険のサービス（注２）（10 日以内の短期入所、福祉用具貸与、特定福祉

用具販売又は住宅改修に係るサービスを除く）を受けていないこと 

④ 通算９０日を超える入院をしていないこと 

⑤ 市民税非課税世帯に属すること 

※課税状況については、支給対象期間の初日および末日の年度が市民税非課税である必要

があります。 

 

■支給額   年間 １０万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔裏面に注意事項がございますので、ご確認ください〕 

≪問合せ先≫  

〒272-8501 

市川市八幡 1-1-1 

市川市福祉部  地域包括支援課  

TEL：047-334-1111（代表）  

   047-712-8556（担当）  

【支給対象期間が令和６年４月～の方用】 
※支給対象期間が令和６年３月 31 日以前の方については、対象要件が以下

の条件とは異なりますので、詳しくは地域包括支援課までご相談ください。 



◆（注１）対象要件①要介護２（認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の状態に限る）について 

  要介護２の方については、要介護認定の申請に伴う主治医の意見書にて、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ

以上と診断された方が対象となります。 

 〔認知症高齢者の日常生活自立度〕（厚生労働省「主治医意見書記入の手引き」より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

◆（注２）対象要件③介護保険サービスについて 

下記の介護給付（いずれか１種類以上）を支給対象期間内に利用していると、家族介護慰労  

 金支給の対象となりませんので、ご注意ください。 

介護サービスを利用しているかわからない時は、担当のケアマネジャーにご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 居宅介護サービス費／特例居宅介護サービス費 

・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション 

・通所介護（デイサービス）・通所リハビリテーション・居宅療養管理指導 

・通算１１日以上の短期入所生活介護・通算１１日以上の短期入所療養介護 

・特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム、軽費老人ホーム） 

 

２ 施設介護サービス費／特例施設介護サービス費 

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・介護老人保健施設 

・介護療養型医療施設・介護医療院 

 

３ 地域密着型サービス費 

・定期巡回･随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護・看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

・地域密着型通所介護 
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